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2019年9月3日、インドネシアの財務大臣は、多数の税制改正（以下、「新税法」）に
関する法律を導入する政府の計画を発表しました。新税法は、所得税法、付加価値
税法（VAT）、および国税一般通則法に影響します。立法プロセスはきわめて初期の
段階であり、今回の提案の多くの重要な側面は、法案が一般に公開されるまで明ら
かになりません。

提案された改正の注目すべき主な点は、次のとおりです。

• 法人所得税（以下、「CIT」）率は、2021年と2022年の課税年度で25%から22%
に段階的に引き下げられ、2023年以降の課税年度ではさらに20%に引き下げ
られます。新しく上場したインドネシア企業は、さらに3パーセントの引き下げを
享受できます（CIT税率は2021年と2022年の税率が19%、2023年以降5年
間の課税年度は17%）。5年後、税率は20%になります。

• インドネシアの居住者である企業および個人が、国内および外国企業から受
領した配当金については、当該配当金がインドネシアに再投資される場合、課
税免除となります。現在、インドネシアの企業は、外国源泉の配当金すべて、
および当該企業の株式保有率が25%未満の株式にかかる国内配当金に対し
て、25%の法人税を支払うことになっています。

• 自主的なコンプライアンスを促進するために、税制上のペナルティが軽減され
ます。VATインボイスの発行を怠った場合、または遅延した場合のペナルティ
は、VAT取引額の2%から1%に軽減されます。（納税申告書の修正と更正通知に
よる）税金の過少支払いに対する利子は、1カ月あたり2%から、基準金利1 + 5%
を月割りした率に減額されます。一方、VAT登録を怠った者に対して、VAT取引
額の1%の新しいペナルティが導入されます。
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• VATの仕入れ税額控除を申告できる条件は、生産前期間や
その他の特定の状況を含めることが可能になるように拡張
されます。

• インドネシアのさまざまな税優遇措置の法的および規制の
枠組みは、法律の一部として統合されます。

• 国際的なデジタル企業は、VATの登録をし、10%の税率で
徴収、申告をする必要があります。国際的なデジタル企業
はVATの義務遂行のためインドネシア内に代表者を任命
することができます。新税法は国際的な販売者、国際的な 
サービス提供者、及び国際的なプラットフォーム企業を対象
としているように見えますが、現在のところ詳細については
ほとんど判明していません。

• 新しい国内の恒久的施設（以下、「PE」）の定義（物理的な拠
点なし）が導入され、「重要な経済的実体」の概念を適用す
るかもしれません。インドネシアに物理的な存在がない場
合でもインドネシア政府がその利益に対して課税すること
を可能にする今回の変更を反映するようにインドネシアの
所得税法のPEの定義が改正されるとみられます。この発
表は、租税条約上のPEの定義について予想される影響に
ついてふれていませんでしたが、国税総局長はその後、租
税条約の条項は引き続き適用されると述べているとのこと 
です。

巻末注
1. ベンチマーク率は、財務大臣によって定期的に決定されます。
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